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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 26 年 6月 5日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 26 年 6 月 26 日開催予定

の当社第 19 期定時株主総会に「定款一部変更」の承認を求める議案を提出することを決議いたしまし

たので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 提案の理由 

 当社の事業年度は、毎年４月１日から翌３月３１日までとしておりますが、今後の事業展開を考慮

し、より効率的な事業運営の推進が期待できるため、これを毎年１月１日から１２月３１日までに変

更いたしたいと存じます。 

これに伴い、現行定款第１４条（定時株主総会の基準日）、第４４条（事業年度）、第４５条（剰余

金の配当の基準日）、第４６条（中間配当の基準日）に所定の変更を行うものであります。 

また、事業年度の変更に伴い、第２０期事業年度は、平成２６年４月１日から平成２６年１２月３

１日までの９ヶ月間の決算期間となります。そのため、経過措置として附則を設けるものであります。 

 

２． 変更の内容 

（下線は変更箇所を示しております。） 

現  行  定  款 変  更  案 

第 ３ 章  株 主 総 会 

 

第 ３ 章  株 主 総 会 

（定時株主総会の基準日） 

第１４条 当会社の定時株主総会の議決権

の基準日は、毎年３月 31 日とす

る。 

 

（定時株主総会の基準日） 

第１４条 当会社の定時株主総会の議決権

の基準日は、毎年 12 月 31 日とす

る。 

 

 

 

 

 



（下線は変更箇所を示しております。） 

現  行  定  款 変  更  案 

第 ６ 章  計   算 

 

第 ６ 章  計   算 

 

（事業年度） 

第 ４ ４ 条  当 会 社 の 事 業 年 度 は 、     

毎年４月１日から翌年３月

31 日までの１年とする。 

 

（事業年度） 

第４４条  当 会 社 の 事 業 年 度 は 、 

毎年１月１日から 12 月 31 日 

までの１年とする。 

（剰余金の配当の基準日） 

第４５条  当会社の期末剰余金配当   

の基準日は、毎年３月 31 日と

する。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第４５条  当会社の期末剰余金配当   

の基準日は、毎年 12 月 31 日

とする。 

（中間配当の基準日） 

第４６条 当会社は、取締役会の決議   

によって、毎年９月 30 日を基

準日として中間配当をするこ

とができる。 

 

（中間配当の基準日） 

第４６条 当会社は、取締役会の決議   

によって、毎年６月 30 日を基

準日として中間配当をするこ

とができる。 

 

（新 設） 第 ７ 章 附 則 

 （第 20 期事業年度） 

第 １ 条   第 44 条の規定にかかわらず、 

  第 20 期の事業年度は、平成 

26 年４月１日から平成 26 年 

12 月 31 日までの 9ヶ月間と 

する。 

 

 （第 20 期の中間配当の基準日） 

第 ２ 条   第 46 条の規定にかかわら 

ず、第 20 期の事業年度の中間 

配当の基準日は、平成 26 年９ 

月 30 日とする。 

 （附則の有効期限） 

第 ３ 条   第７章附則は、平成 26 年 12 

月 31 日まで有効であり、同日 

の経過をもって削除する。 

 

３． 日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成 26 年６月 26 日（予定） 

定款変更の効力発生日       平成 26 年６月 26 日（予定） 

 

以 上 


